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す
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出
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○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出

(
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)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出

(

同

)

…

�

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
及
び
資
金

管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出

(

同

)

…

�

規

則

青
森
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中

｢

第
三
十
条
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
四
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
中

｢

第
三
十
一
条
第
二
項｣

を

｢

第
三
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
の
表
中

｢第
30条
第
１
項
｣

を

｢第
34条
第
１
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
裏
中

｢第

30条
｣

を

｢第
34条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
九
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越
字
温
泉
沢
三
九
の
三
、
三
九
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…

…
…
…
…
……

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成28年４月13日 水曜日 第4135号1

�
�
�
�
�
�

�
	
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�


�
�
�



( )

指
定
理
由
の
消
滅

青
森
県
告
示
第
三
百
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
一
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
青
森
県

収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
斗
内
字
中
堤
九
の
一

株
式
会
社
三
戸
食
肉
セ
ン
タ
ー

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
電
気
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
七
の
一

六

契
約
金
額

五
千
四
百
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
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調
査
を
行
う

者
の
名
称

調

査

地

域

調
査
期
間

青

森

市

大
字
細
越
字
内
長
沢
の
一
部
、
大
字
孫
内
字
沢
口
、
大

字
孫
内
字
山
辺
の
一
部
、
大
字
孫
内
字
山
科
の
一
部
、

大
字
孫
内
字
北
原
、
大
字
岩
渡
字
熊
沢
の
一
部
、
大
字

岩
渡
字
イ
カ
マ
リ
の
一
部
、
大
字
鶴
ケ
坂
字
早
稲
田
の

一
部

平
成
二
十
八
年
四

月
十
三
日
か
ら
平

成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

弘

前

市

大
字
藤
代
一
丁
目
、
大
字
藤
代
二
丁
目

八

戸

市

大
字
十
日
市
字
下
�
田
、
大
字
十
日
市
字
上
�
田
、
大

字
十
日
市
字
西

五
所
川
原
市

金
木
町
喜
良
市
相
野
山
の
一
部

む

つ

市

中
央
一
丁
目
の
一
部



( )

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ら
・
ぽ
る
と

三

代
表
者
の
氏
名

平
川

大
輔

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
青
山
四
丁
目
二
五
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
児
者
や
高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
生
活
支
援
事
業
、
地
域
住
民

と
交
流
す
る
た
め
の
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
関
す
る
事
業
を
展
開
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
障
が
い
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
人
が
人
を
大
切
に
で
き
る
共
生
社
会
の
形
成

を
目
的
と
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

鈴
木
孝
雄
後
援
会

工
藤

光
弘

清
藤

悌
次

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

大
字
東
光
寺
字
稲
田

六
の
一

平
成

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

日
本
共
産
党
東
青
地

区
委
員
会

(

吉
俣

洋)

会
計
責
任
者

萬
徳

菜
穂
子

釜
萢

ヤ
シ
イ

平
成

��･

�･

��

自
由
民
主
党
板
柳
町

支
部

(

安
田

弘)

会
計
責
任
者

葛
西

幸
男

葛
西

清
人

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)
異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日



( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

青 森 県 報平成28年４月13日 水曜日 第4135号 4

代

表

者

米
塚

博

三
上

純
也

グ
ラ
ン
ド
ス
ラ
ム

(
米
塚

博)

会
計
責
任
者

上
平

裕
貴

米
塚

博

平
成

��･

�･

�

鳴
海
初
男
後
援
会

(

越
谷

正
博)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字

飯
詰
字
石
田
五
六

の
二

五
所
川
原
市
大
字

飯
詰
字
皆
瀬
一
の

二

��･

�･

�

�
西
清
人
後
援
会

(

村
上

敏
明)
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
長
野
字
福
岡

三
二
の
三

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
長
野
字
西
田

二
の
三

��･

�･

��

岡
山
勝
廣
後
援
会

(

	
田

義
則)

代

表

者

	
田

義
則

高
田

隆
則

��･

�･

�


中
谷
純
逸
後
援
会

(

高
田

光
雄)

代

表

者

高
田

光
雄

奥
寺

幸
雄

��･

�･

��

大
島
理
森
南
部
町
後

援
会

(

沼
畑

俊
一)

会
計
責
任
者

馬
場

又
彦

一
ノ
渡

潔

��･

�･

��

櫛
引
ユ
キ
子
後
援
会

(

原
田

信
夫)

会
計
責
任
者

越
谷

正
博

其
田

力
男

��･

�･

��

ゆ
き
の
会

(

櫛
引

ユ
キ
子)

会
計
責
任
者

越
谷

正
博

其
田

力
男

��･

�･

��

工
藤
兼
光
後
援
会

(

工
藤

ま
り
子)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
長
平
町
字

乙
音
羽
山
三
九

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
長
平
町
字

甲
音
羽
山
五
九
の

二

��･


･

�

恭
進
会

(

津
島

恭
一)

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

��･

�･

�


川
村
悟
後
援
会
連
合

会(

福
田

昌
由)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
青
山

一
丁
目
一
三
の
一

三

弘
前
市
大
字
塩
分

町
一
八

��･

�･

�

悟
空
会

(

川
村

悟)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
青
山

一
丁
目
一
三
の
一

三

弘
前
市
大
字
塩
分

町
一
八

��･

�･

�

ス
ク
ラ
ム
３
８
５

(

小
沢

環)

会
計
責
任
者

石
橋

宣
明

穐
元

薫

��･

�･

��

代

表

者

堀

光
雄

山
田

誠
司

堀
光
雄
後
援
会

(

堀

光
雄)

会
計
責
任
者

堀

雄
作

西
舘

豊
蔵

��･

��･

��

青
森
県
中
小
企
業
団

体
政
治
連
盟

(

蝦
名

文
昭)

会
計
責
任
者

馬
場

良
夫

吉
田

隆
男

��･

�･

�

小
野
長
道
後
援
会

(

森
内

玲
爾)

代

表

者

森
内

玲
爾

成
田

又
兵
衛

��･

�･

�


青
森
県
歯
科
医
師
連

盟(

山
口

勝
弘)

会
計
責
任
者

福
士

賢
治

湊
谷

浩

��･

�･

��

石
井
み
ど
り
青
森
県

後
援
会

(

山
口

勝
弘)

会
計
責
任
者

福
士

賢
治

湊
谷

浩

��･

�･

��

加
藤
と
し
子
後
援
会

(

山
田

樹
孝)

会
計
責
任
者

松
原

孝
男

葛
西

俊
男

��･

�･

��

栗
形
昭
一
後
援
会

(

小
野

貴
司)

会
計
責
任
者

山
内

セ
ツ
子

熊
谷

栄
作

��･

�･

�


志
士
未
来
塾

(

西
舘

秀
雄)

会
計
責
任
者

西
舘

弘
子

川
口

与
一

��･

�･

��

翠
葉
会

(

丸
野

達
夫)

会
計
責
任
者

丸
野

弘
男

丸
野

実
花

��･

�･

��

西
舘
秀
雄
後
援
会

(

西
舘

秀
雄)

会
計
責
任
者

西
舘

弘
子

川
口

与
一

��･

�･

��

西
舘
秀
雄
同
志
会

(

西
舘

秀
雄)

会
計
責
任
者

西
舘

弘
子

川
口

与
一

��･

�･

��

西
村
ま
さ
み
青
森
県

後
援
会

(
山
口

勝
弘)

会
計
責
任
者

福
士

賢
治

湊
谷

浩

��･

�･

��



( )

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出
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政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県
平
川
市
第
一
支
部

長
尾

忠
行

平
成
��

･

�･

��

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

宮
下
順
一
郎
後
援
会

�
松

芳
昭

平
成
��･

�･

	


中
里
公
志
郎
君
を
支
援
す
る
会

沢
田

長
七

��･

�･

	�

山
上
み
き
お
後
援
会

山
上

實

��･

�･

	�

玉
置
�
子
後
援
会

澤
田

壽
子

�･

	�･

��

八
戸
を
よ
く
す
る
会

泉
山

孝
志

�･

	�･

�	

そ
う
ま
政
経
研
究
会

三
上

直
樹

�･
�･
��

三
上
な
お
き
後
援
会

菊
池

昭
義

�･

�･

��

佐
々
木
利
正
後
援
会

横
山

晴
夫

�･

	�･

��

工
藤
耕
一
後
援
会

工
藤

耕
一

��･

�･

��

く
ら
し
や
す
い
平
川
市
を
目
指
す
会

三
浦

純
一

�･

	�･

	

天
間
清
太
郎
後
援
会

天
間

清
太
郎

��･

�･

��

三
浦
純
一
後
援
会

木
村

和
俊

�･

	�･

	

届
出
者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

川
村

悟

悟
空
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字

青
山
一
丁
目

一
三
の
一
三

弘
前
市
大
字

塩
分
町
一
八

平
成

�･

･

	

届
出
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

取

消

年

月

日

津
島

恭
一

恭
進
会

平
成
��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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届
出
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

三
上

直
樹

そ
う
ま
政
経
研
究
会

平
成
��

･

�･

��


